
令和 8年度 岐阜県立岐阜北高等学校 いじめ対応フローチャート 

Ⅰ 「いじめ」の定義（いじめ防止対策推進法 第2条より） 

  「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を

与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

Ⅱ いじめ事案対応の全般的留意事項 

 ①法に基づく措置を確実・適切に行う ②いじめ被害者を徹底に守る姿勢 ③保護者への連絡を確実に行う ④生徒・保護者の意向を配慮する 

  ⑤特別支援が必要な生徒への配慮う ⑥事実確認・会議・対応・連絡の経緯を必ず記録保管 

Ⅲ いじめ事案への初期対応の流れ 
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【校内いじめ対策委員会】（学校いじめ対策組織）[法22条] 

いじめの疑いに関する情報の収集・記録・共有・対応方針の決定 

 

 

生徒・保護者 

学校関係者・地域住民等 

いじめと疑われる事案の発生 

担任・学年・部活動顧問・教科担任・養護教諭・教育相談コーディネーター 等 

管理職 
校長・教頭 

◆委員長 校長 ◆副委員長 教頭2名 

◆委員 生徒指導主事、教務部長、年次主任3名、教育相談係長、人権係長 

◆委員 該当担任、該当部顧問、養護教諭、生徒指導部員 

初期対応 

 

報告 

支援 

【（緊急）職員会議】 
 

◆事案内容を全教職員に報告、周知 

◆指導方針・役割分担等を全教職員で共通理解 

◆いじめ問題克服に向けて全教職員で適切かつ迅速に対処 

組織的対応 

情報共有 

◆継続的な支援及び指導 

◆いじめを受けた生徒又はその保護者に対する支援 

◆いじめを行った生徒に対する指導又はその保護者に対する助言 

 

年次主任 生徒指導部 学年担当 

アンケートや本人（保護者）から相談や訴えがある場合 「いじめ」「いじり」の兆候を発見する場合 

             いじめの兆候とみられる事実やいじめを疑う事象を把握した者が、知り得た情報を速やかに 

伝えることにより情報を共有して、生徒指導部との連携につなげる 

※個別の事実確認（再確認・把握） 

様式（書式）「対応時系列メモ」 
 

 

連 

携 生徒指導主事 

 
生徒 

 保護者 

報告 

緊急開催 

 

 

事案調査班 

・複数の教員で、関係生徒へ聴取、いじめの情報収集・記録・共有 

（行為がいつ誰から行われ、どのような態様であったか） 

・背景事情や生徒の人間関係の把握。学校、教員がどう対応したかの確認 

◆事案対応班 

・いじめを受けた生徒・保護者、いじめを行った生徒・保護者、周囲の

生徒への対応を検討 

※特にいじめを受けた生徒には迅速に 

事案対応班 

報告 指示 

事案調査班 

※班割（聴き取り担当者）及び調査方法、対応の指導方針を決定 

県教育委員会 
学校安全課 

地域担当 

生徒指導主事 

 

 

管理職による対応の決定 

 

被害者側 

 
ケア 

加害者側 

 

生徒 

 
保護者 

 

連絡・説明 

 

指導 

連絡・説明 

 

様式（書式） 

※「会議資料」及び「議事録」 

事案に応じて、校内メールでの情報共有 

いじめに対する措置・対応 

◆継続的な支援及び指導 

◆いじめを受けた生徒又はその保護者に対する支援 

◆いじめを行った生徒に対する指導又はその保護者に対する助言 
 

 

いじめではないと判断 

本人からの訴えは 

いじめと判断し対応する 

いじめと判断 

組織として
に認知 

いじめ事案の認知 

事案対処マニュアル 

 

※学校いじめ防止基本方針 2（1）～（3）を参照 

早期発見・早期対応 

情報収取 

 

生徒指導部 

記録開始 

【緊急時】 

当日以内対応 

【通常】 

48時間時間以内対応 

【緊急時】 

半日以内対応 

【通常】 

当日以内対応 

生徒 

 
保護者 

 

報告・指示 

初期対応  

※学校いじめ防止基本方針6 

 問題発生時の対処を参照 

  を参照 

「いじめ対応状況報告書」の作成 

「いじめ対応状況報告書」の提出 



Ⅳ 「重大事態」と判断された時の流れ 

【重大事態（いじめ防止対策推進法第28条）】 

①いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めたとき。 （児童等が自殺を企図した場合等） 

②いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めたとき。（年間30日を目安。一定期間 

連続して欠席しているような場合は、迅速に調査に着手）※児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったと申立てがあったとき 

〔対応順序〕 

 1. 教育委員会（地域担当生徒指導主事を含む）へ報告し、事実関係を明確にするための詳しい調査の実施について、学校主体によるものか教育委員会 

主体かの判断を仰ぐ。  

 2. 生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めたときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に支援を求める。 

〔学校主体による調査組織の編成〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔学校主体による調査における注意事項〕 

・県教育委員会（地域担当生徒指導主事を含む）と密な連携をとり、指示を仰ぐ。 

・生徒のプライバシー及び関係者の個人情報に対する配慮は必要であるが、個人情報保護を盾に説明を怠ることがないようにする。 

・因果関係の特定を急がず、客観的な事実関係を速やかに調査し、可能な限り網羅的に明確にする。 

・学校にとって不都合なことであったとしても、事実に真摯な姿勢で臨み、事態の解決に取り組む。 

・生徒への聞き取り調査やアンケート調査を実施する場合は、その対象となる生徒や保護者に説明する等の措置が必要であることに留意する。 

・調査結果は県教育委員会（地域担当生徒指導主事を含む）に報告する（教育委員会から知事に報告する）。 

・調査結果より明らかになった重大事態の事実関係等について、学校は県教育委員会による指導及び支援を受けて、いじめを受けた生徒及びその保護者に 

対して、明らかになった事実関係等の情報を提供する。 

・生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはい 

えない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査にあたる。生徒又は保護者からの申立ては、学校が把握していない極めて重要な情報 

である可能性があることから、調査をしないまま、いじめの重大事態ではないと断言できないことに留意する。 

【関係機関】 
・岐阜北警察署  Tel (058)233-0110 

・岐阜中警察署  Tel (058)263-0110 

・岐阜南警察署  Tel (058)276-0110 

・中央子ども相談センター Tel (058)201-2111 

【いじめ防止等対策検討会議】（学校いじめ対策組織）[法28条] 

重大事態に関する情報の収集・記録・共有・対応方針の決定 

 

 

 

・さらに必要な第三者を加えることができる。 ※第三者の派遣については、県の施策「スペシャルサポート事業」を活用する。 

◆委員長 校長 ◆副委員長 教頭2名 

◆委員 生徒指導主事、教務部長、年次主任3名、教育相談係長、人権係長 

校内 

弁護士、公認心理師（臨床心理士）、社会福祉士 

保護者代表、地域代表 

校外 

 

 

事案調査班 

・複数の教員で、関係生徒へ聴取、いじめの情報収集・記録・共有 

（行為がいつ誰から行われ、どのような態様であったか） 

・背景事情や生徒の人間関係の把握。学校、教員がどう対応したかの確認 

◆事案対応班 

・いじめを受けた生徒・保護者、いじめを行った生徒・保護者、周囲の

生徒への対応を検討 

※特にいじめを受けた生徒には迅速に 

事案対応班 事案調査班 

※「会議資料」及び「議事録」 

班割（聴き取り担当者）及び調査方法、対応の指導方針を決定 

県教育委員会 
学校安全課 

地域担当 

生徒指導主事 

 

指導・支援 報告・相談 
支援 

相談 

事案対処マニュアル 

 


